
米国ネバダ州 シンガポール マカオ

2112億円 2112億円 2112億円

(1488億円) (1488億円) (1488億円)

GGR等に対する
比例負担②

月次免許料(6.75%)
　1488×6.75%=100億円

スロット免許料
　年次：＄250×2500台
　四半期：＄20×2500台×4

テーブル免許料
　年次：＄16000＋＄200
　　　　×(520台-16)
　四半期：(＄20300+＄25
　　　　×(520台-35))×4
　　　　　　　　　1億円
　
　　　　　　計　101億円

一般客からのGGR(15%)

VIPからのGGR(5%)

　　　　　計　240億円

※実績値より算出(但し､固定資産税
額も含む)

カジノ税(39%)
　1488×39%=580億円

ゲーミング税：
・スロットマシーン
　2500台×1.4万円
・テーブルゲーム
　VIP向け：520台×50%
　×約400万円
　一般向け:520台×50%
　×約200万円
　　　　　　　　16億円

　　　　　計　596億円

定額負担③
(ライセンス料等）

－ 年間16億円(実績値) 年間4億円(実績値)

1258億円 1258億円 1258億円

753億円 596億円 254億円

法人税④ 753億円×35%=263億円 596×17%=101億円 －

消費税⑤(注2) (2112-1488)×8%=50億円 2112×7%=148億円 －

地方税⑥
商業税(GGR-②)×0.2%

(1488-101)×0.2%=3億円
固定資産税

※上記GGR負担の内数
不動産保有税　税収不明

437億円 345億円 254億円

17.4% 24.7% 28.4%

20.4% 30.1% 40.3%

（注１）換算レートについては、１ドル＝111円、１星ドル＝80円、１パタカ＝14円として計算。（H29.6月時点）
（注２）シンガポールは、事業者負担の消費課税がなされる。ネバダ州はゲーミング部分は課税対象外。

実効負担率
((②～⑥)÷①)

ＧＧＲに占める負担率
(②～⑥のカジノ関連部分÷①')

諸外国におけるＩＲの収支イメージ

※本資料は、第6回特定複合観光施設区域整備推進会議資料「諸外国のモデルに基づく実効負担率の機械的試算(イメージ)」を参考に作成

営業費用等(60%)

税引前利益

ＩＲ全体収入①

　(うちＧＧＲ　約70%①')　

税引後利益
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シンガポールIRの収益性 Resorts World Sentosa

2017年度 ゲンティン・シンガポール（Resorts World Sentosa）PL ゲンティン・シンガポール（Resorts World Sentosa）売上・利益の推移

出所）Genting Singapore Annual Report に基づき加工

 SP$’000 構成比

売上高 ゲーミング部門 1,746,217 73.0%
ノンゲーミング部門 644,228 26.9%
その他 2,114 0.1%

総売上高 2,392,559 100.0%
売上原価 -1,317,709 -55.1%
売上高 1,074,850 44.9%
その他営業収入 171,665 7.2%
一般管理費 -161,591 -6.8%
販売費 -57,928 -2.4%
その他営業経費 -134,707 -5.6%
営業利益 892,289 37.3%
財務費用 -35,648 -1.5%
関連会社からの利益 3,385 0.1%
税引前、特別損益前利益 860,026 35.9%
租税公課 -174,471 -7.3%
2017年度純利益 685,555 28.7%

項目

2,862

2,401
2,228

2,393

836

338

547

892

635

193

385

686

29.2%

14.1%

24.6%
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IR事業の収益構造（イメージ図）

収  ⼊※１ ⽀  出

海 外

利  益⇒海 外

運営費⽤⇒海 外

運営費⽤⇒国 内※2

国 内
税⾦(法⼈税等)⇒国 内

カジノ納付⾦⇒国 内
ＧＧＲの３０%

〇⽇本型ＩＲでは、国内事業者がコンソーシアム
に参画することも想定されているため、利益の
全てが海外に流出するわけではありません。

〇ＩＲ整備法では、利益の再投資が努⼒義務として
規定されており、利益の⼀部はＩＲ施設に還元さ
れます。

資料43

※１ ＩＲにおける売上（収⼊）の国内客・海外客
の割合は、１：１程度になるのではないかと
いう有識者コメントに基づいています。

※２ ⾷材等の調達については、コストを抑えるた
め、国内の調達が多くなると考えられます。

凡例
海 外

国 内



 
Covering 140 economies, the Travel & Tourism Competitiveness Index measures the set of factors and 
policies that enable the sustainable development of the travel and tourism sector, which contributes to 
the development and competitiveness of a country. 

T&T Competitiveness Index 2019 Overall Rankings

 
1 Overall scores range from 1 to 7 where 1 = worst and 7 = best.
2 Change in score is displayed as a percentage.
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2018
Change  

since 2017 Diff. from 
Global   

Avg. (%)Rank Economy Score1 Rank Score2

1 Spain 5.4 0 0.3 41.4

2 France 5.4 0 1.5 40.4

3 Germany 5.4 0 2.0 40.0

4 Japan 5.4 0 2.1 39.6

5 United States 5.3 1 2.6 36.6

6 United Kingdom 5.2 –1 –0.2 34.9

7 Australia 5.1 0 0.8 33.6

8 Italy 5.1 0 1.9 32.2

9 Canada 5.1 0 1.6 31.3

10 Switzerland 5.0 0 1.5 30.4

11 Austria 5.0 1 2.0 28.8

12 Portugal 4.9 2 3.2 27.2

13 China 4.9 2 3.2 26.7

14 Hong Kong SAR 4.8 –3 –1.1 25.1

15 Netherlands 4.8 2 3.2 24.5

16 Korea, Rep. 4.8 3 4.7 24.3

17 Singapore 4.8 –4 –2.0 23.7

18 New Zealand 4.7 –2 1.4 23.4

19 Mexico 4.7 3 3.4 21.9

20 Norway 4.6 –2 –1.0 19.4

21 Denmark 4.6 10 3.4 19.1

22 Sweden 4.6 –2 0.2 18.6

23 Luxembourg 4.6 5 1.4 18.4

24 Belgium 4.5 –3 0.1 18.2

25 Greece 4.5 –1 0.9 18.1

26 Ireland 4.5 –3 0.3 18.0

27 Croatia 4.5 5 2.4 17.6

28 Finland 4.5 5 2.7 17.4

29 Malaysia 4.5 –3 0.4 17.3

30 Iceland 4.5 –5 0.0 17.0

31 Thailand 4.5 3 2.6 16.9

32 Brazil 4.5 –5 –0.8 15.8

33 United Arab Emirates 4.4 –4 –1.3 15.3

34 India 4.4 6 5.7 14.9

35 Malta 4.4 1 2.4 13.3

36 Slovenia 4.3 5 3.9 13.0

37 Taiwan, China 4.3 –7 –3.0 12.6

38 Czech Republic 4.3 1 2.5 12.5

39 Russian Federation 4.3 4 4.0 12.2

40 Indonesia 4.3 2 2.8 11.0

41 Costa Rica 4.3 –3 1.0 10.9

42 Poland 4.2 4 2.9 10.0

43 Turkey 4.2 1 2.0 9.8

44 Cyprus 4.2 8 4.8 9.6

45 Bulgaria 4.2 0 1.8 9.5

46 Estonia 4.2 –9 –0.7 9.1

47 Panama 4.2 –12 –4.0 9.0

2018
Change  

since 2017 Diff. from 
Global   

Avg. (%)Rank Economy Score1 Rank Score2

48 Hungary 4.2 1 3.4 9.0

49 Peru 4.2 2 3.1 8.3

50 Argentina 4.2 0 2.5 7.9

51 Qatar 4.1 –4 1.5 7.5

52 Chile 4.1 –4 0.9 6.6

53 Latvia 4.0 1 1.8 5.0

54 Mauritius 4.0 1 2.3 4.2

55 Colombia 4.0 7 4.7 4.2

56 Romania 4.0 12 5.7 3.7

57 Israel 4.0 4 3.6 3.5

58 Oman 4.0 8 5.1 3.4

59 Lithuania 4.0 –3 1.5 3.3

60 Slovak Republic 4.0 –1 2.0 3.3

61 South Africa 4.0 –8 –0.8 3.2

62 Seychelles 3.9 n/a n/a 2.1

63 Viet Nam 3.9 4 3.4 1.7

64 Bahrain 3.9 –4 0.4 1.5

65 Egypt 3.9 9 7.0 1.3

66 Morocco 3.9 –1 2.2 1.2

67 Montenegro 3.9 5 5.6 1.1

68 Georgia 3.9 2 4.7 0.7

69 Saudi Arabia 3.9 –6 1.4 0.7

70 Ecuador 3.9 –13 –1.2 0.4

71 Azerbaijan 3.8 0 2.7 –1.3

72 Brunei Darussalam 3.8 n/a n/a –1.7

73 Dominican Republic 3.8 3 4.2 –1.9

74 Uruguay 3.8 3 4.2 –2.1

75 Philippines 3.8 4 4.2 –2.5

76 Jamaica 3.7 –7 0.9 –2.6

77 Sri Lanka 3.7 –13 –2.3 –3.2

78 Ukraine 3.7 10 6.5 –3.2

79 Armenia 3.7 5 5.2 –3.6

80 Kazakhstan 3.7 1 2.2 –4.6

81 Namibia 3.7 1 2.2 –4.7

82 Kenya 3.6 –2 1.0 –5.7

83 Serbia 3.6 12 7.2 –5.7

84 Jordan 3.6 –9 –1.2 –6.7

85 Tunisia 3.6 2 2.4 –6.8

86 Albania 3.6 12 6.9 –6.8

87 Trinidad and Tobago 3.6 –14 –2.4 –6.9

88 Cape Verde 3.6 –5 0.0 –7.7

89 Iran, Islamic Rep. 3.5 4 3.4 –7.9

90 Bolivia 3.5 9 4.7 –9.1

91 Nicaragua 3.5 1 1.6 –9.2

92 Botswana 3.5 –7 –1.2 –9.6

93 Mongolia 3.5 9 4.8 –9.8

94 Honduras 3.5 –4 –0.9 –10.2

2018
Change  

since 2017 Diff. from 
Global   

Avg. (%)Rank Economy Score1 Rank Score2

95 Tanzania 3.4 –4 –0.5 –10.8

96 Kuwait 3.4 4 2.7 –11.1

97 Lao PDR 3.4 –3 0.4 –11.2

98 Cambodia 3.4 3 2.4 –11.8

99 Guatemala 3.4 –13 –3.2 –11.8

100 Lebanon 3.4 –4 0.3 –12.1

101 North Macedonia 3.4 –12 –3.8 –12.7

102 Nepal 3.3 1 1.9 –13.0

103 Moldova 3.3 14 6.4 –14.5

104 Tajikistan 3.3 3 3.1 –14.6

105 Bosnia and Herzegovina 3.3 8 5.2 –14.7

106 Senegal 3.3 5 3.8 –15.2

107 Rwanda 3.2 –10 –3.4 –15.5

108 El Salvador 3.2 –3 –1.3 –16.0

109 Paraguay 3.2 1 2.7 –16.0

110 Kyrgyz Republic 3.2 5 4.1 –16.0

111 Gambia, The 3.2 1 3.4 –16.1

112 Uganda 3.2 –6 –0.3 –17.0

113 Zambia 3.2 –5 –0.6 –17.8

114 Zimbabwe 3.2 0 1.2 –18.0

115 Ghana 3.1 5 3.5 –18.2

116 Algeria 3.1 2 2.5 –18.2

117 Venezuela 3.1 –13 –4.6 –18.6

118 Eswatini 3.1 n/a n/a –18.8

119 Côte d'Ivoire 3.1 –10 –1.6 –19.1

120 Bangladesh 3.1 5 7.3 –19.4

121 Pakistan 3.1 3 7.1 –19.5

122 Ethiopia 3.0 –6 –2.4 –21.4

123 Benin 3.0 4 6.3 –21.5

124 Lesotho 3.0 4 6.4 –21.5

125 Malawi 2.9 –2 0.7 –23.9

126 Guinea 2.9 n/a n/a –24.1

127 Mozambique 2.9 –5 0.0 –24.3

128 Cameroon 2.9 –2 0.7 –24.7

129 Nigeria 2.8 0 0.0 –26.8

130 Mali 2.8 0 0.8 –27.1

131 Sierra Leone 2.8 0 3.4 –27.6

132 Burkina Faso 2.8 n/a n/a –27.7

133 Haiti 2.8 n/a n/a –28.2

134 Angola 2.7 n/a n/a –28.9

135 Mauritania 2.7 –3 1.8 –30.2

136 Congo, Dem. Rep. 2.7 –3 1.4 –30.5

137 Burundi 2.7 –3 3.7 –30.9

138 Liberia 2.6 n/a n/a –32.2

139 Chad 2.5 –4 0.0 –34.4

140 Yemen 2.4 –4 –0.9 –37.2

Explore additional features of the report at http://reports.weforum.org/ttcr xiii
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【野村資本市場クォータリー 2017 Autumn 

米国地方財政とカジノ  

－ラスベガスとアトランティック・シティの事例－ 江夏 あかね】より 

 

 

 

  

次頁あり 

裏面あり 

資料 46 カジノの破産した事例の概要 



 



カジノ規制の世界の事例比較

カジノ規制・依存症対策は、いずれの国・地域でも実施されている。

対策

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ﾏｶｵﾈﾊﾞﾀﾞ州 ﾋﾞｸﾄﾘｱ州 韓国

国が、NCPG、
NAMS等の依存
症対策機関を設
立

国がｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ問
題に特化した治
療・ﾘﾊﾋﾞﾘ等の提
供団体（KCGP）
を設置

ｶｼﾞﾉ運営事業者
から資金提供を
受けたNCPG等

の民間団体が実
施

財団（VRGF）を
設置し、民間団
体への資金提供
や研究機関に対
する補助金ﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾑを実施

国とｶｼﾞﾉ運営事
業者がｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ
依存症の治療・
相談ｾﾝﾀｰ
（KCGP、
KLACC）を設置・
運営

治療・相談

◎ △ △ △ ○

○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ◎ × ◎

○ ○ ○ ○ ×

入場制限

広告制限

金銭入手手
段の制限

責任ある

ゲーミング

入場料徴収、年齢制
限、排除ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、
入場回数制限等

広告制限

与信の禁止、近接へ
のATMの設置禁止等

責任あるｹﾞｰﾐﾝｸﾞﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑ、行動規範の作
成、従業員教育等

凡例：記号は、法規制による規定、政府の取組みの充足度：◎（高）、○（中）、△（低）、×（該当なし）

法
規
制

カジノ事業にかかる対策

出所：各種情報をもとにデロイト・トーマツ作成（平成27度）
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依存症での相談件数 

 

 

１ こころの健康相談センターにおける「依存症専門相談」件数（延件数） 

      

 

 

 

※ H29 年５月から依存症専門相談として窓口を開設 

     ※ その他：買い物、性依存など 

 

２ 区福祉保健センター・精神保健福祉相談等 

依存症・相談件数（延件数）（窓口・電話相談等） 

    

 

 

 

 

 

 アルコール 薬物 ギャンブル ﾈｯﾄ･ｹﾞｰﾑ その他 合計 

30 年度 434 120 181 31 123 889 件 

29 年度 176 116 123 12 55 482 件 

 30 年度 29 年度 28 年度 27 年度 26 年度 

アルコール 1,720 1,467 1,217 1,090 1,031 

薬物 505 275 502 246 251 

ギャンブル 114 135 116 107 103 

合計 2,339 1,877 1,835 1,443 1,385 
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依存症の治療効果・回復傾向について 

 

 

依存症対策全国センター（独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター）において、ギ

ャンブル等依存症の回復支援では、効果的な対処法を身につける認知行動療法と呼ばれる

治療プログラムが有効であり、自助グループに参加することも、回復の助けになるとして

います。（※参考１） 

 認知行動療法は、薬物依存症やアルコール依存症において、実施されてきたものです。特

に、薬物依存症については、国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センターのホーム

ページにおいて、実施状況を公開しており、多くの医療機関や精神保健福祉センターにお

いて、実施されています。（※参考２） 

ギャンブル等依存症を対象とした認知行動療法は、薬物依存症やアルコール依存症にお

いて実施されてきたものを応用したものであり、依存症専門医療機関（ギャンブル等依存

症）において実施されています。また、本市においても、横浜版回復プログラム「ＷＡＩ－

Ｙ」を、アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症を対象に実施しているところです。 

 なお、国のギャンブル等依存症対策推進基本計画においても、治療プログラムを全国的

に普及させるとしており、エビデンスの構築についても調査研究を進めていくとしていま

す。（※参考３） 

 

 

 

※参考１ 

依存症対策全国センター ＨＰ 

https://www.ncasa-japan.jp/understand/gambling/about 

 

※参考２ 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター ＨＰ 

SMARPP などの「薬物依存症に対する認知行動療法プログラム」の国内実施状況 

https://www.ncnp.go.jp/nimh/yakubutsu/pdf/SMARPP_20190401_190730.pdf 

 

※参考３ 

ギャンブル等依存症対策推進基本計画  
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◆リスク分担についての政令等の規定 

 

・特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針（案）抜粋 

 

第４ 区域整備計画の認定に関する基本的な事項 

１ 実施方針 

（１）実施方針の策定及び公表 

   ア  省略 

   イ 実施方針の記載事項 

   （ア）～（エ）省略 

（オ）設置運営事業等の円滑かつ確実な実施の確保に関する事項（ＩＲ整備法第６条

第２項第５号） 

ＩＲ事業の実施を通じて、観光や地域経済の振興に寄与し、財政の改善に資す

るためには、長期間にわたって、安定的かつ継続的なＩＲ事業の実施を確保する

必要がある。こうした観点から、ＩＲ事業者の責任の履行確保の方法や、ＩＲ事

業におけるリスク及びその分担の在り方等を示すことが求められる。また、ＩＲ

区域の周辺地域の開発及び整備並びに交通環境の改善等に関して、都道府県等及

び都道府県公安委員会が実施する施策及び措置に係るものを記載するほか、必要

に応じ、立地市町村等が実施する施策及び措置として想定するものがあれば、で

きる限り明確に示すことが求められる。 

なお、公募により民間事業者を選定することとしているＩＲ整備法の趣旨が没

却されることのないよう、民間事業者の選定後は、当該民間事業者の株主又は社

員（当該民間事業者がまだ設立されていないときは、当該民間事業者を設立しよ

うとする複数の企業によって構成されるグループ（以下「コンソーシアム」とい

う。）の構成員等。以下同じ。）の変更について承認を行う等の必要な手続を課す

ことが適切であり、このため、当該手続を併せて示すことが求められる。 

また、ＩＲ区域の周辺地域の開発及び整備並びに交通環境の改善等に関して、

ＩＲ事業者に金銭の負担を求める場合には、その負担の内容及びその金額を、で

きる限り具体的に示すことが求められる。 

  

７ 実施協定の締結 

（１）設置運営事業等の具体的な実施体制及び実施方法に関する事項（施設供用事業が行

われる場合には、施設の管理その他の事項に係る認定設置運営事業者と認定施設供用

事業者との間の責任分担及び相互の連携に関する事項を含む。）（ＩＲ整備法第 13条第

１項第１号関係） 

   ア～イ 省略 

ウ ＩＲ事業は、長期間にわたって、安定的で継続的なＩＲ事業の実施を確保するこ

とが必要である。こうした観点から、ＩＲ事業者の責任の履行確保の方法に関する

事項、ＩＲ事業におけるリスクやその分担等の都道府県等及びＩＲ事業者の責任の

明確化に関する事項、区域整備計画の認定の更新に向けて必要な手続に関する事項、

その他のＩＲ事業の円滑かつ確実な実施の確保に関する事項を規定することが求め

られる。 
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次ページあり 



 

◆想定される主なリスク 

・事業性リスク 

・区域整備計画の認定更新に伴うリスク（議会合意等） 

・融資を受けられないリスク 

・自然災害等に関わるリスク 



第１回打合せ記録簿 

IR（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査業務委託（その５） 

作成：EY新日本有限責任監査法人 

 

 

 

以上 

日 時 2019 年 6 月 17 日（月）16：00～17：00 
場 所 横浜市庁 
出席者 【新日本】前田、渡邉、成相 

【横浜市】政策局 幸様、山田様、熊野様、田川様、品川様 
議事内容 

＜(1) 業務着手時の書類について＞ 
業務着手時に提出する書類について、打合せを行った。 
（新日本）業務着手時に提出する書類、業務実施体制の説明を行った。 
（横浜市）提出された書類を確認した。 
 
＜(2)事業者ヒアリングについて＞ 
事業者ヒアリングの打合せを行った。 
（新日本）事業者ヒアリングの進め方の提案を行った。 
（横浜市）ヒアリングの進行は、適時に行うため、不明点などがあれば EY から質問して構

わない。 
 

00880301
テキストボックス
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第２回打合せ記録簿 

IR（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査業務委託（その５） 

作成：EY新日本有限責任監査法人 

 

 

 

以上 

日 時 2019 年 6 月 21 日（金）13：00～14：00 
場 所 横浜市庁 
出席者 【新日本】前田、渡邉、成相 

【横浜市】政策局 幸様、山田様、熊野様、田川様、品川様 
議事内容 

＜(1) IR 整備法について＞ 
IR 整備法の諸論点について、打合せを行った。 
（新日本）IR 整備法の解説、今後検討して行く諸論点、海外 IR 事業者の情報についての説

明を行った。 
 
＜(2)IR 整備法施行令について＞ 
IR 整備法施行令の打合せを行った。 
（新日本）IR 整備法施行令における中核施設の考え方などを説明した。 
 
＜(3)事業者ヒアリングについて＞ 
事業者ヒアリングの打合せを行った。 
（新日本）事業者ヒアリングの内容の解説、今後の進め方について説明した。 
 



第３回打合せ記録簿 

IR（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査業務委託（その５） 

作成：EY新日本有限責任監査法人 

 

 

 

以上 

日 時 2019 年 7 月 12 日（金）13：00～14：00 
場 所 横浜市庁 
出席者 【新日本】前田、渡邉、成相 

【横浜市】政策局 幸様、山田様、熊野様、田川様、品川様 
議事内容 

＜(1) IR 整備法について＞ 
IR 整備法の諸論点について、打合せを行った。 
（新日本）IR 整備法の解説、今後検討して行く諸論点、海外 IR 事業者の情報についての説

明を行った。 
 
＜(2)IR 整備法施行令について＞ 
IR 整備法施行令の打合せを行った。 
（新日本）IR 整備法施行令における中核施設の考え方などを説明した。 
 
＜(3)事業者ヒアリングについて＞ 
事業者ヒアリングの打合せを行った。 
（新日本）既に実施した事業者ヒアリングの内容の解説、今後の進め方について説明した。

また、事業者からの情報提供に基づき、投資額や収支見込みの集計方法について確認した。 
 



第４回打合せ記録簿 

IR（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査業務委託（その５） 

作成：EY新日本有限責任監査法人 

 

 

 

以上 

日 時 2019 年 8 月 9 日（金）11：30～12：30 
場 所 横浜市庁 
出席者 【新日本】前田、渡邉、成相 

【横浜市】政策局 山田様、熊野様 
議事内容 

 
＜(1)事業者ヒアリングについて＞ 
事業者ヒアリングの打合せを行った。 
（新日本）既に実施した事業者ヒアリングの内容の解説、今後の進め方について説明した。 
 



市長会見以降の市民の反応状況 

 

表明した８月 22日以降、電話や広聴によるお問い合わせやご意見が多数寄せ

られており、８月末現在、政策局のＩＲの担当部署に寄せられているものは、 

 

電話によるもの               約 250件 

広聴情報データベースシステムによるもの   約 330件 

 

また、政策局への電話と重複する部分はありますが、 

コールセンター（市民局）への問合せは、約 100件 です。 
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横浜市中期４か年計画 
2018～2021（素案）に関する 

パブリックコメントの実施結果について
（抜粋） 

平成 30年９月 
横浜市 





 



 

 

 

 











































市長が市民の意向を踏まえてきた過程 

 
 

市民の皆様からは、治安の悪化や依存症への不安の声を頂く一方、

経済界からは、ＩＲへの要請書を頂くなど強い期待の声をいただき

ました。 

 市会においては、ＩＲの調査・検討や市民の皆様への説明を丁寧に

行うべきといったご意見や、白紙としている市の姿勢についてご意

見をいただきました。 

 こうしたご意見も踏まえ、日本型ＩＲに関する調査、研究を進める

とともに、市民の皆様への説明会を６月に４回行ってきました。 

 これらを含め、懸念事項への対応、横浜の課題、国や他都市の動向

など、様々な状況を総合的に検討してきました。 
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ＳＤＧｓのコンセプトとカジノが生み出すものの整合性について 

 

 

「ＳＤＧｓ未来都市・横浜」は、2030 年を展望し、パリ協定の発効による脱

炭素化を踏まえ、環境を軸に経済や文化・芸術による新たな価値・賑わいを創出

し続ける都市の実現を目指すことをビジョンとし、環境・経済・社会的課題の同

時解決を図る新たな取組を進めることとされています。 

一方、カジノを含むＩＲは、地域の創意工夫及び民間活力を生かし、国際競争

力の高い魅力ある滞在型観光を実現することで、観光や地域経済の振興を図る

とともに、財政の改善に資することを目的としています。 

また、山下ふ頭開発基本計画では、再生可能エネルギーの活用や施設間のエネ

ルギー融通等により地区全体でエネルギー効率の最適化をするなど、環境に配

慮したまちづくりを目指しており、それらの方針を横浜のＩＲにおいても継承

していきます。 

このため、横浜のＩＲは、環境面、経済面、社会面の 3 つの側面から取組を進

め、効果が期待できるものであり、「ＳＤＧｓ未来都市・横浜」の考え方に反す

るものではないと考えています。 

 

 

 

【参考】「ＳＤＧｓ未来都市・横浜」における 3 側面の取組 
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山下ふ頭の権利関係（何年契約か、何件か）、移転成立

した件数、標準的な契約書 
  

 

・賃貸借契約（30年）：７棟（標準様式別添） 

 ・使用許可（３年） ：３棟 

 ・自己所有地       ：３棟 

 ・補償契約済み    ：11棟 
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公有財産賃貸借契約書 
 

 

 貸付人横浜市（以下「甲」という。）と借受人○○○○（以下「乙」という。）は、次の条項

により公有財産の賃貸借契約を締結する。 

 

 

 （信義誠実等の義務） 

第１条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行するとともに、乙は、この契約がロジ

スティックス機能強化により、横浜港の国際競争力の向上を図るためのものであることを充分認

識しなければならない。 

２ 乙は、貸付物件が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければな

らない。 

 

 （貸付物件） 

第２条 貸付物件は、次のとおりとする。 

 

 （使用目的） 

第３条 乙は、貸付物件を申請書に記載した使用目的及び利用計画書のとおりの用途（自

己所有の倉庫等の敷地）に自ら使用しなければならない。 

 

 （貸付期間）    

第４条 貸付期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。 

２ 乙は、前項に定める期間の満了後も引き続き貸付物件を借受けようとするときは、貸付期間の

満了日の３か月前までに書面をもって甲に申請しなければならない。 

 

 （権利金等） 

第５条 甲は、前条第１項に定める貸付期間の満了後も乙が引き続き貸付物件を借受けるときは、

更新料を徴収しないものとする。 

 

（貸付料） 

第６条 貸付料は、月額金・・・・円とする。 

２ 本契約解除等に伴い貸付期間に１か月未満の端数が生じたときは、１か月を 30 日とする日割

計算で貸付料を算定するものとし、算定した貸付料に１円未満の端数が生じたときは、これを切

り捨てるものとする。 

 

 （貸付料の納付） 

第７条 乙は、前条に定める貸付料を、甲の発行する納入通知書により甲の定める期日までに納付

しなければならない。 

 

 （貸付料の改定） 

第８条 甲及び乙は、経済事情の変動等、借地借家法(平成３年法律第 90 号)第 11 条第１項本文の

規定に該当することとなった場合は、第６条の貸付料の増減を請求することができる。 

 

 （貸付料の納付の遅延に伴う違約金） 

所 在 区 分 数 量 

   

   



第９条 乙は、第６条に定める貸付料を甲の定める納付期限までに納付しない場合は、その期限の

翌日から納付までの期間の日数に応じ、その納付すべき金額について年 14.6％の割合を乗じて計

算した金額を、違約金として甲に支払わなければならない。 

２ 前項に定める違約金の計算において、納付すべき金額に 1,000 円未満の端数がある場合はその

端数を切り捨てるものとし、納付すべき金額が2,000円未満である場合はその全額を切り捨てる。 

３ 前２項により計算した違約金の額に100円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てるもの

とし、違約金の額が 100 円未満である場合はその全額を切り捨てる。 

 

（物件の引渡し） 

第 10 条 甲は、第４条に定める貸付期間の初日に、第２条に定める貸付物件を乙に引渡すものと

する。 

 

 （かし担保） 

第 11 条 乙は、この契約締結後に、貸付物件に数量の不足その他のかくれたかしがあることを発

見しても、既往の貸付料の減免及び損害賠償等の請求をすることができないものとする。 

 

（貸付物件の一部滅失） 

第 12 条 甲は、貸付物件が大規模な天災など乙の責めに帰することのできない事由により滅失又

はき損した場合には、滅失又はき損した部分にかかる貸付料として、甲が認める金額を免除する。 

 

 （使用上の制限） 

第 13 条 乙は、貸付物件を第３条に定める使用目的及び利用計画以外の用途に使用し、または第

三者に使用させてはならない。ただし、甲が類似使用の範囲内として事前に承認した場合は、そ

の範囲内の使用をすることができる。 

２ 乙は、貸付物件上に存する自己所有の建物、その他工作物等について、増改築等によりその現

状を変更しようとする場合は、事前に増改築等をしようとする理由及び当該増改築等の計画を書

面により申請し、甲の承認を得なければならない。 

３ 前２項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。 

 

 （権利譲渡等の禁止） 

第 14 条 乙は、甲の承認を得ないで貸付物件を第三者に転貸し、又は乙が建設した建物その他の

工作物に賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。 

２ 乙は、甲の承認を得ないで貸付物件の賃借権を第三者に譲渡してはならない。 

３ 前２項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。 

 

 （借地条件変更承諾料等） 

第 15 条 乙は、第 13 条第２項及び前条第２項における承認を得た場合は、甲の定める算定基準に

より算定した借地条件変更承諾料又は名義書換料（以下「借地条件変更承諾料等」という。)を

甲の発行する納入通知書により甲の定める期日までに納付しなければならない。 

２ 借地条件変更承諾料等の納付の遅延に伴う違約金については、第９条の規定を準用する。この

場合において、同条中｢貸付料｣とあるのは｢借地条件変更承諾料等｣と読み替えるものとする。 

 

 

 （物件の保全義務等） 

第 16 条 乙は、善良な管理者としての注意をもって、貸付物件の維持保全につとめなければなら

ない。 

２ 乙は、貸付物件が天災その他の事由によって損壊し、第三者に損害を与えた場合は、その賠償

の責めを負うものとし、甲が乙に代って賠償の責めを果した場合は、乙に求償することができる

ものとする。 



３ 第 1 項の規定により支出する費用は、すべて乙の負担とし、甲に対しその償還等の請求をする

ことができない。 

 

 （実地調査等） 

第 17 条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、乙に対しその業務又は資産の状況

に関して質問し、実地に調査し、又は参考となるべき資料その他の報告を求めることができる。 

 この場合において、乙は調査等に協力しなければならない。 

 (1) 貸付料の納付がないとき。 

 (2) 第 13 条、第 14 条及び前条第１項又は第２項に定める義務に違反したとき。 

 (3)  その他甲が必要と認めるとき。 

 

 （違約金） 

第 18 条 乙は、第４条に定める貸付期間中に、次の各号に定める事由が生じた場合は、それぞれ

当該各号に定める金額を違約金として、甲に支払わなければならない。 

 (1) 第 13 条第２項又は前条に定める義務に違反した場合 

   貸付物件の時価の１割に相当する額 

 (2) 第３条、第 13 条第１項又は第 14 条に定める義務に違反した場合 

   貸付物件の時価の３割に相当する額 

２ 前項に定める違約金は違約罰であって、第 22 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解

釈しない。 

 

 （契約の解除） 

第 19 条 甲は、乙がこの契約に定める義務に違反した場合は、この契約を解除することができる。 

２ 甲は、貸付物件を甲において公用又は公共の用に供するため必要が生じた場合は、地方自治法

(昭和 22年法律第 67号)第 238条の５第４項の規定に基づき、この契約を解除することができる。 

３ 甲は、第 13 条第２項の規定により建物その他の工作物等について増改築等その現状の変更を

承認した場合において、貸付物件の規模が過大と認めるときは、当該部分の契約を解除すること

ができる。 

４ 乙は、第４条に定める貸付期間にかかわらず、何時にてもこの契約を解除することができる。 

 

 （原状回復） 

第 20 条 乙は、第４条に定める貸付期間が満了したとき又は前条の規定によりこの契約を解除さ

れ、若しくは解除したときは、貸付物件を原状に回復し、甲の立会い及び確認を得て甲の指定す

る期日までに返還しなければならない。 

 

 （貸付料の精算） 

第 21 条 甲は、この契約が解除された場合は、未経過期間にかかる貸付料を返還する。ただし、

その額が 1,000 円未満の場合はこの限りでない。 

 

 （損害賠償等） 

第 22 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えた場合は、その損害を賠

償しなければならない。 

２ 乙は、第 19 条第２項の規定に基づきこの契約が解除された場合において、損失が生じた場合

は、地方自治法第 238 条の５第５項の規定に基づきその補償を請求することができる。 

３ 乙は、第４条に定める貸付期間が満了したとき又は第 19 条の規定によりこの契約を解除され、

若しくは解除した場合において、貸付物件を貸付期間の満了日又は甲が指定する期日までに返還

しないときは、損害賠償金として、返還すべき期日の翌日から返還した日までの期間の日数に応

じ貸付料額の３倍に相当する金額を、甲に支払わなければならない。 

 



 （有益費等の放棄） 

第 23 条 乙は、第４条に定める貸付期間が満了したとき又は第 19 条の規定によりこの契約を解除

され、若しくは解除した場合において、貸付物件を返還するときは、乙が支出した必要費及び有

益費等が現存している場合であっても、甲に対しその償還等の請求をすることができない。 

 

 （物流高度化への取組） 

第 24 条 乙は、本契約の締結に伴い一層の物流の高度化、とりわけ横浜港の集荷につな  

がる共同配送に積極的に参画するよう努めなければならない。 

 

 （契約の費用） 

第 25 条 この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。 

 

 （疑義の決定） 

第 26 条 この契約に関し疑義があるとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議

して定めるものとする。 

 

 （裁判管轄） 

第 27 条 この契約に関する訴訟の提起等は、甲の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。 

  

 この契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、それぞれに甲乙記名押印して甲乙各自

その１通を保有する。 

 

 

 

 

 平成 年 月 日 

 

       貸付人 （甲）  横浜市中区港町１丁目１番地 

             横浜市 

          契約事務受任者 

            横浜市港湾局長   局長名 

 

       借受人 （乙）  ○○○○○○○○○○○○ 

          ○○ ○○ 
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